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資料 １ 

令和６（２０２４）年２月２０日 

第十期第１回中野区地域包括支援センター運営協議会 

 

中野区地域包括支援センターについて 

 

１ 設置方針 

（１）設置の目的 

中野区では、介護保険法の改正をうけ、地域における高齢者の保健医療の向上及び福祉の増

進を包括的に支援することを目的に、 

①総合相談・支援  

②介護予防・日常生活支援総合事業に関するケアマネジメント  

③権利擁護  

④包括的・継続的ケアマネジメント 

を担う中核機関として、平成１８年４月に８ヶ所の地域包括支援センターを設置した。 

高齢者が、住みなれた地域で、尊厳あるその人らしい生活を継続するためには、要介護状態に

ならないための予防対策から、高齢者の状況に応じた介護サービスや福祉サービスなど、さまざま

なサービスを高齢者の状態の変化に応じ切れ目なく提供することが必要である。そのため、地域

包括支援センターは、地域の高齢者の心身の健康維持、保健・福祉・医療の向上、生活の安定の

ために必要な援助など、これらの支援を包括的に行う中核機関としての役割を担っている。  

 

【中野区の現状 高齢者人口・高齢化率】 

 平成３１年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度９月 

区人口(人) 332,652 335,895 333,９９７ ３３１,８５４ ３３６,３５１ 

６５歳以上 67,931 67,911 67,６８８ ６７,５１３ ６６,９７６ 

７５歳以上 36,046 36,227 36,０３０ ３６,５６３ ３７,８１２ 

高齢化率（％） 20.4 20.2 20.3 20.3 １９.９ 

（『保健福祉に関する基礎データ（日常生活圏域別基礎統計）月次報告』各年度４月１日現在）  

        

  【 高齢者世帯の状況 】 

年度 
区の総世帯

数 

高齢者を含

む世帯数 

うち高齢者

のみの世帯

数 

うち高齢者

単身世帯数 

令和３年度 207,６７０ 51,４９５ 38,４５１ 26,８７７ 

令和４年度 ２０６,７７９ ５１,４６６ 38,７００ ２７,０９８ 

令和５年度

９月 
２１２,３１０ ５１,２７０ ３８,８８６ ２７,４１２ 

高齢化率は、減少傾向である。６５歳以上人口は微減しているが、７５歳以上人口は増加してい

る。高齢者（65 歳以上）における７５歳以上の比率は、令和５年度は５６．５％を占めている。 

 

（２）中野区における設置の考え方 

  ①運営主体 

区内の８ヶ所に、地域包括支援センターを設置し、区が委託する法人の運営とする。 

  ②設置箇所 

    区内の４生活圏域（南部、中部、北部、鷺宮）ごとに２ヶ所ずつ設置する。 

 

 

 

高齢者を含む世帯数 

うち高齢者のみの世帯数 

うち高齢者単身世帯数 

27,412 

 

世帯 



 

 

すこやか 

福祉センター名 
包 括 名 

高齢者 

人口（人） 

高齢化率 

(％) 

南部すこやか 

福祉センター 

南中野地域包括支援センター 7,０３４ 2０.９ 

本 町地域包括支援センター ７,８９０ 1８.９ 

中部すこやか 

福祉センター 

東中野地域包括支援センター 7,６９６ 17.６ 

中 野地域包括支援センター 10,４００ 1８.８ 

北部すこやか 

福祉センター 

中野北地域包括支援センター 9,5１４ 20.０ 

江古田地域包括支援センター 8,9３４ 22.０ 

鷺宮すこやか 

福祉センター 

鷺 宮地域包括支援センター 7,０１０ 2０.８ 

上鷺宮地域包括支援センター 8,４９８ 21.１ 

 （『保健福祉に関する基礎データ（日常生活圏域別基礎統計）月次報告』令和５年度９月１日現在） 

 

（３）運営形態及び職員配置 

開設日 開設時間 配置専門職種 職員体制 

月～金 
８：３０～ 

１７：００ 
・保健師、または地域ケア及び、地

域保健の経験のある看護師 

・主任介護支援専門員 

・社会福祉士 

①１つの地域包括支援センターに左

記の３職種各１名を常勤で配置する。 

②①に加え、支援センターが担当する

区域における第１号被保険者の数が

おおむね６,０００人以上７,０００人未

満の場合には左記職種のいずれか２

名、おおむね７,０００人以上の場合に

は左記職種のいずれか３名を、常勤

で配置する。 

③上記の他、当該支援センターが担

当する区域の実情に応じ区長が必要 

と認める時は、上記の配置する職員

に加え、運営上必要な常勤の職員を

置くものとする。 
土 

８：３０～ 

１７：００ 

※ 事業を行わない日 ①日曜日 

②国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

③１月２日及び３日 

④１２月２９日から同月３１日まで 

 

（４）２４時間対応 

（３）の規定にかかわらず緊急時の電話相談は、事業の実施時間外及び事業を行わない日にお

いても受け付けるものとする。 

 

【 地域包括支援センターの相談実績 】 

相談件数はコロナ前の状況に戻っている様子がある。主な相談対象者は 75歳以上の女性とな

っている。 

 
平成３１年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

令和５年度 

４～８月 

相談延人数(人) 46,075 45,205 ５０,１４８ ４７,５８３ １８,１１１ 

相談別延件数(件) 97,238 94,428 ９５,９０９ ８５,５８７ ３２,５１６ 

 


